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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） ただいまの出席議員

は、１３名であります。定足数に達しており

ますので、平成２４年第１回美幌町議会臨時

会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１２番吉住博幸さん、１３番橋

本博之さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る２月１７日に議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 平成２４

年第１回美幌町議会臨時会の開会に当たり、

去る２月１７日、議会運営委員会を開催しま

したので、その内容と結果について報告いた

します。

本臨時会に付議された案件は、補正予算案

２件、平成２３年度美幌町一般会計補正予算

（第１１号）について、平成２３年度美幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて、報告１件、専決処分の報告について

の３件であります。

よって、本臨時会の会期については、本日

１日限りといたしたいと存じます。

円滑な議会運営に議員各位の協力をお願い

して、議会運営委員会の報告といたします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、本臨時会の会期を１日間とし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので御了承願います。

なお、柏葉議員、体調不良のため欠席の

旨、沖田教育委員会委員長、所用のため欠席

の旨、それぞれ届け出がありました。

また、本臨時会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

ますとともに、報道機関の写真撮影を許可し

ておりますので、あわせて御承知おき願いま

す。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎提出案件の概要説明

○議長（古舘繁夫君） 町長から、本臨時会

に提出しております案件について、提出案件

の概要説明をしたいとの申し出がありますの

で、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２４年第１回美幌町議会臨時会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして心から感謝いたしますととも

に、提出案件の概要について御説明を申し上

げます。

各会計補正予算について。
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まず、一般会計につきましては、地域支え

合い体制づくり事業費として５００万１,０

００円、除雪対策事業費として１,４１５万

９,０００円の増額補正を行おうとするもの

であります。

次に、国民健康保険特別会計であります

が、保険税還付金の増額補正を行おうとする

ものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第１

号平成２３年度美幌町一般会計補正予算（第

１１号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の３ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第１号平成２３年度美幌町一般会計補

正予算（第１１号）について御説明申し上げ

ます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１,９１６万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ１０８億３,４５４万５,０００円とす

る。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

それでは、１３ページをお開きいただきた

いと思います。

歳出でございます。

一番上の一般事務費の増、業務等委託料、

要援護者支援システム整備委託料５００万

１,０００円。これは、国の補助事業で、地

域支え合い体制づくり事業によりまして、住

民基本台帳システムと連携した要援護者の情

報を地図情報とあわせてシステム化すること

により、災害時における支援や平常時におけ

る保健師や福祉担当者等の訪問や支援事業に

活用するため、要援護者台帳システム及び災

害安心サポートシステム並びに地図情報の導

入を図るものでございます。

その下の２、除雪対策事業費の増、１,４

１５万９,０００円の増でありますが、ま

ず、社会保険料の１７万４,０００円の減及

びその下の臨時職員賃金の８２万円の減につ

きましては、臨時職員の病気休暇による減額

補正であります。

その下の人夫賃の１７２万９,０００円の

増につきましては、ただいま御説明申し上げ

ました臨時職員の病気休暇に伴う代替運転

手、それと作業員の賃金及び一斉除雪に係る

時間外手当分でございます。

その下の修繕料１００万円につきまして

は、除雪車両に係る修繕料でございます。

一番下の自動車等借上料の１,２４３万円

の増につきましては、今後の除雪５回分と排

雪作業１０回分、並びに雪捨て場におきます

雪押し作業に係るブルの作業代として１３８

時間を見込み、執行残との調整により１,２

４３万円の補正をいただこうとするものでご

ざいます。

それでは、前のページ、１１ページにお戻

りいただきたいと思います。

地域支え合い体制づくり事業補助金５００

万円。これは、要援護者支援システム整備に

係る補助金でございます。

その下の財政調整基金繰入金の増１,４１

６万円につきましては、今回の補正に係る財

源を財政調整基金に求めるものでございまし

て、年度末における財政調整基金残高は、７

億５,９５０万６,０００円となる見込みでご

ざいます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １３ページの民生費
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の社会福祉総務費についてであります。

５００万１,０００円という中身なのです

けれども、今、地図情報という部分の中に、

要援護者のための地図情報、あとはその他

の、いろいろな、防災だとかの部分も入って

いますよということだったのですけれども、

この地図情報というのは、言葉ではわかるの

ですけれども、どういうシステムであって、

この運用がどういうふうな場所で行われるの

か。

それと、もう一つ、美幌・津別の消防本部

に、今、新しい地図情報のデータ等があって

運用されていますが、そういうところとリン

クされるのか、されないのか。

あと、もう一つ、この整備委託料そのもの

が、どういうふうな業者に委託となるのか。

入札なのか、見積もり合わせなのかも含め

て、再度もう少し、わかりやすく説明してく

ださい。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず、１点目の

システムの内容でございますけれども、その

中の地図情報、これは先ほど総務部長から説

明したとおり、３点あります。その中の一つ

として地図情報があります。これについては

今、要援護者台帳ということで、それぞれ各

自治会、民生委員にお願いして、昨年の７月

末現在で提出をもらってございます。

２月９日現在で５８２名の方が個別支援計

画に基づいて提出があります。その分に基づ

いた、移動に伴う地図情報なのですけれど

も、これは、個別に上げてもらっていますゼ

ンリンの地図の中のシステムが、自動的に税

務からの情報をもとにして対応できるシステ

ムでございます。

それと、美幌・津別消防組合との緊急での

対応についてでございますけれども、現段階

においては独自に、税務情報、あるいは住民

情報をもとにした体制の中でやっていきたい

というふうに考えてございます。連動は今の

ところ考えてございません。

それと、委託料のことなのですけれども、

今回議決いただきますと、これにつきまして

は補助事業でありますので、３月３１日まで

に完成しなければならないということで、見

積もり合わせによることで進めたいというふ

うに考えてございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 何となくわかりまし

た。

この地図なのですけれども、これは民生部

のほうのパソコンで見るのではないかなと思

うのですけれども、情報そのものの扱いも含

めまして、セキュリティーも含めまして、先

ほど消防の地図情報とはリンクしないという

ことだったのですけれども、実際、たしか、

僕も聞くところによると、消防の部分も含め

まして、いろいろなデータだとかチェックの

部分を今運用していると思うのですけれど

も、なぜリンクさせられないのかだけ、済み

ません、もう一度。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 具体的なシステ

ムの稼働につきましては、これは電算担当の

ほうでやって、それをもとにして我々民生部

のほうで所管をするような手続になってござ

います。

消防のほうについては、これは緊急のとき

の対応ということで、我々のほうについて

は、あくまでも災害者の要援護者の、例えば

介護が必要な方とか、身体障害者とか、精神

とか、知的とか、そういった障害をお持ちの

方、あるいは単身世帯の高齢者、それから自

立支援で医療を持っている方等を含めて、そ

ういった方を対象にしていますので、それと

ともに、あと、全体の中で、後期高齢者の部

分も含めて、あくまでも要援護者の本人の同

意に基づいて、申請が上がってきたものにつ

いての管理をしていきたいというふうに考え

ていますので、御理解いただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。
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○１０番（宗像密琇君） ただいまの件と同

じ件なのですが、よくわからないのでもう一

度説明をいただきたいのですが、今、松浦議

員のお聞きになった点で、なぜリンクができ

ないのかということに対しての答弁にはなっ

ていないと思うのです。ただ、今やっている

ことと、それから、これからやろうとしてい

ることは、民生部の中でこうやって分けてい

るのだではなくて、なぜこれがリンクできな

いのかということをお聞きしているのであっ

て、私も過去に事務組合のほうのお手伝いを

させていただいたのですけれども、これもは

るかに、大分、もう１０年以上も前からリン

クさせている町というのはいっぱいあるので

す。もっとすごいところは、消防署内に保健

師さんを置いている町もあるのです。

それから見たら、美幌ははるかにおくれて

いるにもかかわらず、これだけの今度、いい

仕事をしようと思っているものに対して、こ

れは消防とリンクしていないというのが納得

いかないのですよ。もう一度説明してくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） このことにつき

ましては、昨年度、国の要援護者支援制度に

基づきまして、町民の方々の支援の申請を上

げてもらった中では消防署のほうにもその

データを使うということで同意はもらってご

ざいます。ただし、今回の住民基本台帳と、

それから災害要支援システムの関係につきま

しては、まだ同意まで至っていないというこ

とが一つネックになってございます。

このことにつきましては、今後システムを

構築していく上で、本人の御了解をいただい

た中で、当然、地図情報をあわせて、こうい

う人がどこにいるのかということですぐ検索

できるようなシステムを構築していきたいと

いう流れで、今の段階では同意をもらってい

ないためにリンクできないということになっ

ています。

今後、それにつきましては災害時にも使え

るということでございますので、消防とリン

クするように、申請者の方から同意書をいた

だいた中で取り組んでいくという考え方であ

りますので、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 私も勉強不足でよ

くわからないのですけれども、同意が必要だ

という、その辺がよく理解できないのですけ

れども、それは個人情報の問題なのか。

そうしたら、例えば消防とリンクするとい

うことになれば、消防が、では、個人情報に

関するものは一切預かれないのかということ

になるのかなと。そうすると、どうやって情

報を得るのか、どうやってそれを管理して、

どうするのかということを教えてください。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 要支援者支援シ

ステムの関係では、当然、個人情報のデータ

が入ります。例えばその方の支援する御家族

の方ですとか、隣の支援をお手伝いしてくれ

る方だとか、電話番号だとか、そういった、

状況も含めて、データとして扱われるもので

すから、同意を求めなさいということで国の

ほうから指示が来ております。

それで、昨年、要援護者の制度に基づいた

申請につきましては、全員同意書をいただい

た形で申請をしていただいております。た

だ、消防とのリンクにつきましては、今度は

住民基本台帳とリンクしますので、それはあ

くまでも個人情報の問題から、現在はできな

いということになっていますので、あくまで

も本人の同意を得た中で消防とリンクするよ

うにという形で今、これから進めていきたい

というふうに思っております。

災害時に、当然、消防の救急、それから消

防車のほうに地図で見られるナビがついてお

りますので、そういったものを利用しやすい

ように、今後そういう方向で、地域の防災対

策にも活用できるような形で取り組んでいき

たいということで考えておりますので、現段

階では個人情報保護法の関係でリンクできな

いということで御理解をいただきたいと思い
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ます。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） よくわかりまし

た。ということは、今後はやっぱり、その方

向に向けてしていくと、そう理解してよろし

いですか。

ぜひ、これは早くに、住民基本台帳だと

か、その以前の話から、もう既に取り入れて

やっている町が結構あるものですから、そう

いうところも十分調査した上で、できるだけ

早くにしないと、通常、要援護といっても、

今、部長が言われたように、いざ何かあった

ときに、すぐやっぱり緊急に対応するという

意味では、この地図情報というのは非常に大

事で、旭川あたりはかなり早くからやってい

ます。その辺で、もうちょっと、我が町も早

くならないのかなと心配していたのですけれ

ども、できるだけ早くそういう方向に行って

いただければありがたいなと思いますので、

今後ともまたひとつよろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） これは、災害時要

援護者ということで、この対象はやっぱり地

域の人が助けるという、それですよね。地域

の人がどこに、災害時に手を差し伸べてもら

いたい人がいるか。

これは、同意をもらってから登録するとい

うことで、もう終わっているというふうに、

先ほど五百何人ですか、いるということです

けれども、これを毎年更新していくのでしょ

うか。その辺ちょっと、１点お知らせくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） このことは、当

然、データ管理上、毎年調査をして登録をし

ていくという格好になります。当然、先ほど

おっしゃいましたように、その方が、自治会

単位でありますけれども、皆さんに御協力を

願って、支援していただく方を１人につき２

名ということでお願いして申請をいただきま

した。

ただ、なかなか、２名といっても、１名の

方もいらっしゃいますし、いろいろ、その辺

は統一はとれていないのですけれども、あく

までも地域の方に支援していただくという体

制の中で申請をしていただいております。そ

れが先ほど言いました５８２名ということで

ございますので、これは当然毎年、支援する

方もかわるだろうし、支援する人もふえてく

るだろうと、そういう中から毎年更新をして

いくという考え方で取り組む予定でありま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほどから言われ

ていますように、個人情報ということで、自

治会で回るにしても非常に難しいものはあり

ますので、これは毎年こういうことをやると

なれば、結構やっぱりわかりやすい資料とい

うか、受け手というか読み手がわかりやすい

資料を使って、これは民生委員さんとか自治

会が毎年こういうことで回るとなれば、結構

な負担といいますか、そういうもので、毎年

毎年更新していくとなればやっぱり、ある程

度しっかりした資料も必要かなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 毎年というより

は、現在、自治会長さんにお願いして、この

関係は、当然、自治会にも控えを渡しており

ます。その中で、異動、変更があった場合は

自治会長さんがそれに基づいて町のほうに申

請をすると。申請をしていただいた方に対し

まして、うちのほうで台帳をつくって折り返

し自治会のほうにその名簿を渡すという流れ

で今は進んでおります。

したがいまして、毎年という言い方は

ちょっと、申しわけなかったのですけれど

も、変更があったときにその都度やっている

というのが実態でありますので、御理解いた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ
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んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第１号平成２３年度美幌町

一般会計補正予算（第１１号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第４ 議案第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第２

号平成２３年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の１５ペー

ジをお開き願います。

議案第２号平成２３年度美幌町国民健康保

険特別会計補正予算（第５号）について御説

明申し上げます。

平成２３年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

によるものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３０万円を追加し、歳入歳出それぞれ

２９億２,４５５万円とするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

２４、２５ページをお開き願います。

３、歳出について御説明申し上げます。

２５ページの１、一般被保険者保険税還付

金の償還金利子及び割引料３０万円の増につ

きましては、死亡保険金を年金形式で受け取

る生命保険について、相続税の対象となった

部分について、平成２２年１０月から所得税

と二重課税とならないとする年金上の税務の

取り扱いが変更されたことに伴い、平成１７

年から２１年分まで、過去５年間分について

還付することになっていましたが、今回、平

成１２年から平成１６年分までの５年間につ

きましても特別還付金として支給する制度が

創設され、本年、平成２４年の６月２９日ま

で請求することとなったところであります。

今回、このことに伴い、お二人の方の申告

により保険税の還付金が不足することから、

３０万円の増額補正を行おうとするものでご

ざいます。

歳出は以上であります。

次に、歳入について御説明申し上げます。

２２、２３ページをお開き願いたいと思い

ます。

２３ページの国民健康保険基金繰入金３０

万円の増につきましては、今回の歳出の財源

を基金から繰り入れするものでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

７番上杉晃央さん。

○７番（上杉晃央君） ２３ページの基金繰

り入れ後の基金の残高をお知らせ願いたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 今回の補正につ

きまして、２３年度末現在の基金残高の見込

みにつきましては、３億１,３７６万４,００

０円であります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第２号平成２３年度美幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついてを採決します。
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この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第５ 報告第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 報告第１

号専決処分の報告について、お手元に配付し

ているとおり報告書の提出がありましたの

で、お聞きすることがあれば許します。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） 以前も個別排水に

関して似たような事件がありました。この中

で、部局として、こういうことがなぜ起きた

のかという原因調査だとか、そして、これか

らこういうことが起きないような方策といい

ますか、どのようなことをやっていくのかも

ちょっとお伺いしたいと思いますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 今回の支払い遅

延については、議員おっしゃるとおり、前に

も個別排水のほうでございました。

それで、このことについては、職員の意識

の問題かなと思います。それで、私どももい

ろいろ、こういった事例をなくすために、執

行計画をとってみたりとか、そういう対策を

とってきたのですけれども、今後さらに、こ

ういったことを解消するために、職員の研修

会を開催したいというふうに考えておりま

す。

新年度におきまして、こういう経理の部分

を改めて、職員対象とした研修会を開催し、

こういう事故が今後起きないように対策を

とっていきたいということで考えておりま

す。

原因調査の関係は、それぞれ現課のほうか

ら、どういったことでこういう経過になった

のかということの報告を上げていただいた中

で原因究明をしていくという形をとってござ

います。

それと、もう１点、こういった事故を、町

民の皆さんに迷惑をかけないように、さらに

事故防止に努めていきたいと考えております

ので、御理解をよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） これはたとえ少額

であろうと高額であろうと、やっぱり税金の

中から支払われるということであります。と

いうことはやはり、それなりに職員というの

は気を引き締めていただかなければ、先ほど

部長が言いましたように意識の改革、大変難

しいと思います。でも、やっぱりどこかで締

めていかなければ、今、職員の方がもう、民

間もどうかわかりませんけれども、どこかで

緩みがあるのかなと思いますので、研修をす

るということもありましたので、その中でい

ま一度強く意識を高揚、そして自分たちで意

識を高めるということをやっていただきたい

というふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 先ほど来より職員

の犯しましたこの事案について御指摘をいた

だいているところであります。

私ども、本当にこういうことが、やはり、

報告とはいえ出るということは、まことに私

どもも大きな責任を感じているところであり

ますし、また、該当した職員についても、も

ちろんやるつもりでやったわけではなくて、

ついやったわけでありますが、結果として責

任を果たせなかったということは間違いない

事実でございます。職場の上司初め私のほう

からも、この職員には厳しくその点を反省を

促し、やはり仕事で取り返さなければならな

いということを改めて申し渡したところであ

りますが、本当に、まことに申しわけなく、

議員初め町民の皆さんにはまことに申しわけ

ない思いであります。

なお、このことにつきましては、やはり信

賞必罰の取り組みをさらに強めていかなけれ

ばならないことではある、このように認識を

しているところでございますし、今後やは
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り、町民の信頼にこたえていくためには仕事

でどうしても返していかなければならない。

そのためには極力ミスのない仕事、信頼され

る仕事、これをやはり徹底する以外、私ども

信頼回復する道はないと、このようにかたく

思っているところでございますので、どうか

その点御理解を賜りたいと、このように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑あります

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１号専決処分の報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本臨時会に

付議されました案件は、全部終了いたしまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２４年第１回美幌町議会臨時

会を閉会します。

午前１０時３５分 閉会
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